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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め求めた蓄電素子の電圧と充電率との相関を示す、複数のテーブルを格納する格納手
段と、
　前記格納手段に格納された前記テーブルを参照することにより所定の充電率に対応した
前記電圧値と、測定された蓄電素子の電圧値及び電流値とを用いて前記蓄電素子の内部抵
抗を演算する演算手段とを備え、
　前記テーブルは、
　前記蓄電素子の開放電圧と充電率との相関を示す第１のテーブルと、
　前記蓄電素子に所定値の電流が流れる状態における電圧と充電率との相関を示す単数又
は複数の第２のテーブルとを含み、
　前記演算手段は、前記第１のテーブル又は前記第２のテーブルのいずれかを参照して前
記演算を行うとともに、
　前記第１のテーブルを参照して演算を行う場合は、前記測定された電流値を用い、
　前記第２のテーブルを参照して演算を行う場合は、前記測定された電流値から前記所定
値分のオフセット値を減算して用いる、内部抵抗演算装置。
【請求項２】
　前記第２のテーブルは、前記所定値が０．１Ｃから０．３Ｃ（Ｃ：放電容量）の範囲に
含まれる値であるものを含む、請求項１に記載の内部抵抗演算装置。
【請求項３】
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　前記演算手段が参照する、前記第１のテーブルと前記第２のテーブルとの切り替えは、
遅くとも前記演算手段の動作前に固定的に設定される、請求項１又は２に記載の内部抵抗
演算装置。
【請求項４】
　負荷に脱着自在に接続され、これに電力を供給する蓄電素子と、
　前記蓄電素子の管理を行う管理手段とを備え、
　前記管理手段は、請求項１から３のいずれかに記載の内部抵抗演算装置を有する、被充
電装置。
【請求項５】
　予め求めた蓄電素子の電圧と充電率との相関を示す複数のテーブルを参照することによ
り所定の充電率に対応した電圧値を取得する工程と、
　前記取得された電圧値と、測定された蓄電素子の電圧値及び電流値とを用いて前記二次
電池の内部抵抗を演算する演算工程とを備え、
　前記テーブルは、
　前記蓄電素子の開放電圧と充電率との相関を示す第１のテーブルと、
　前記蓄電素子に所定値の電流が流れる状態における電圧と充電率との相関を示す単数又
は複数の第２のテーブルとを含み、
　前記演算工程は、
　前記第２のテーブルを参照する場合は、前記測定された電流値から前記所定値分のオフ
セット値を減算して用いるものである、内部抵抗演算方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の内部抵抗演算方法の、前記演算工程をコンピュータにより実行するた
めのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リチウムイオン二次電池等の二次電池その他の蓄電素子の内部抵抗を演算す
る内部抵抗演算装置及び二次電池の内部抵抗演算方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　リチウムイオン二次電池に代表される二次電池の内部抵抗は、当該二次電池の充放電能
力や劣化度を知るためのパラメータとして重要である。
【０００３】
　二次電池の内部抵抗を求める技術の一例として、特許文献１には、無負荷状態の時点と
通電状態との二点間における電圧値及び電流値をそれぞれ実測し、これら測定値を二次電
池の電圧－電流特性に基づき演算することにより求めるようにした構成が開示されている
（例えば段落（００９３）～（００９８）、図６等を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－３００３１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来の技術においては、少なくとも二次電池が接続された負荷とし
ての作業機械の非動作時に一度測定を行う必要があり、負荷の動作中に、すなわち二次電
池の放電中に二次電池の抵抗値を得ることができない。更には、二次電池の分極等の原因
による誤差の発生等を考慮するものでなく、演算対象である二次電池の実体に即した的確
な演算を行うものとは言えないという課題があった。
【０００６】
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　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、二次電池その他の蓄電素子の放電
中に動作可能であって、かつ的確な演算を実行することができる、内部抵抗演算装置及び
内部抵抗演算方法等を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するための、本発明の一態様に係る内部抵抗演算装置は、予め求めた
蓄電素子の電圧と充電率との相関を示す、複数のテーブルを格納する格納手段と、
　前記格納手段に格納された前記テーブルを参照することにより所定の充電率に対応した
前記電圧値と、測定された蓄電素子の電圧値及び電流値とを用いて前記蓄電素子の内部抵
抗を演算する演算手段とを備え、
　前記テーブルは、
　前記蓄電素子の開放電圧と充電率との相関を示す第１のテーブルと、
　前記蓄電素子に所定値の電流が流れる状態における電圧と充電率との相関を示す単数又
は複数の第２のテーブルとを含み、
　前記演算手段は、前記第１のテーブル又は前記第２のテーブルのいずれかを参照して前
記演算を行うとともに、
　前記第１のテーブルを参照して演算を行う場合は、前記測定された電流値を用い、
　前記第２のテーブルを参照して演算を行う場合は、前記測定された電流値から前記所定
値分のオフセット値を減算して用いる、内部抵抗演算装置である。
【０００９】
　又、本発明の一態様として、前記第２のテーブルは、前記所定値が０．１Ｃから０．３
Ｃ（Ｃ：放電容量）の範囲に含まれる値であるものを含むこととしてもよい。
【００１０】
　又、本発明の一態様として、前記演算手段が参照する、前記第１のテーブルと前記第２
のテーブルとの切り替えは、遅くとも前記演算手段の動作前に固定的に設定されることと
してもよい。
【００１１】
　又、本発明の一態様として、負荷に脱着自在に接続され、これに電力を供給する蓄電素
子と、
　前記蓄電素子の管理を行う管理手段とを備え、
　前記管理手段は、前記の内部抵抗演算装置を有することとしてもよい。
【００１２】
　又、本発明の一態様に係る内部抵抗演算方法は、予め求めた蓄電素子の電圧と充電率と
の相関を示す複数のテーブルを参照することにより所定の充電率に対応した電圧値を取得
する工程と、
　前記取得された電圧値と、測定された蓄電素子の電圧値及び電流値とを用いて前記二次
電池の内部抵抗を演算する演算工程とを備え、
　前記テーブルは、
　前記蓄電素子の開放電圧と充電率との相関を示す第１のテーブルと、
　前記蓄電素子に所定値の電流が流れる状態における電圧と充電率との相関を示す単数又
は複数の第２のテーブルとを含み、
　前記演算工程は、
　前記第２のテーブルを参照する場合は、前記測定された電流値から前記所定値分のオフ
セット値を減算して用いるものである、内部抵抗演算方法である。
【００１３】
　又、本発明の一態様として、前記テーブルは、
　前記蓄電素子の開放電圧と充電率との相関を示すテーブルを更に含み、
　前記演算工程は、
　前記蓄電素子の開放電圧と充電率との相関を示すテーブルを参照する場合は、前記測定
された電流値を用いるものであるとしてもよい。
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【００１４】
　又、本発明の一態様として、前記テーブルは、前記所定値が０．１Ｃから０．３Ｃ（Ｃ
：放電容量）の範囲に含まれる値であるものを含むものであってもよい。
【００１５】
　又、本発明の一態様は、前記内部抵抗演算方法の、前記演算工程をコンピュータにより
実行するためのプログラムである。
【発明の効果】
【００１６】
　以上のような本発明によれば、蓄電素子の放電中に動作可能であって、かつ的確な演算
を実行することができる、内部抵抗演算装置及び内部抵抗演算方法等を提供できる効果を
有する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態に係る二次電池の内部抵抗演算装置の構成を示すブロック図
【図２】本発明の実施の形態に係る内部抵抗演算装置の動作のフローチャートを示す図
【図３】（ａ）本発明の実施の形態に係る内部抵抗演算装置にて用いられるＶ－ＳＯＣ曲
線を説明するための図（ｂ）本発明の実施の形態に係る内部抵抗演算装置にて用いられる
Ｖ－ＳＯＣ曲線に基づき作成されたテーブルを示す図
【図４】（ａ）本発明の実施の形態に係る内部抵抗演算装置にて用いられるＶ－ＳＯＣ０
．２Ｃ曲線を説明するための図（ｂ）本発明の実施の形態に係る内部抵抗演算装置にて用
いられるＶ－ＳＯＣ０．２Ｃ曲線に基づき作成されたテーブルを示す図
【図５】（ａ）本発明の実施の形態に係る内部抵抗演算装置の演算における電圧と電流と
の関係を説明するための図（ｂ）本発明の実施の形態に係る内部抵抗演算装置の演算にお
ける電圧と電流との関係を説明するための図
【図６】本発明の実施の形態に係る被充電装置の構成を示すブロック図
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００１９】
　図１は、本発明の実施の形態１に係る内部抵抗演算装置１及びその近傍の構成を示すブ
ロック図である。
【００２０】
　図１に示すように、本実施の形態１の内部抵抗演算装置１は、リチウムイオン二次電池
２に並列接続された電圧計１１と、リチウム二次電池２の経路に接続された電流計１２と
、ＣＰＵ１３、メモリ１４、出力Ｉ／Ｆ１５及び入力Ｉ／Ｆ１６から構成される。
【００２１】
　電圧計１１及び電流計１２は、リチウムイオン二次電池２の電圧、電流をそれぞれ測定
する手段であり、検知方式に寄らず周知慣用の任意の技術的手段により実施することがで
きる。ＣＰＵ１３は内部抵抗演算装置１の主部であり、電圧計１１及び電流計１２から得
たデータ及びメモリ１４に記憶された、後述するＶ－ＳＯＣ曲線及びＶ－ＳＯＣ０．２Ｃ
曲線に基づきリチウムイオン二次電池２の内部抵抗を演算する手段であり、メモリ１４は
ＣＰＵ１３が利用する、Ｖ－ＳＯＣ曲線及びＶ－ＳＯＣ０．２Ｃ曲線に基づき作成された
テーブル、演算アルゴリズムその他の各種情報を格納する手段である。
【００２２】
　又、出力Ｉ／ＦはＬＥＤ、液晶ディスプレイ等により実現され、ＣＰＵ１３が処理する
情報を利用者に対して文字、数字、図形等の映像として表示する手段であり、入力Ｉ／Ｆ
１６はタッチパネル、釦、キーボード等により実現され、利用者が内部抵抗演算装置１に
対する操作を受付け、制御信号としてＣＰＵ１３へ入力する手段である。
【００２３】
　又、リチウムイオン二次電池２は、正極活物質として、三成分系化合物（Ｌｉ、Ｎｉ、
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Ｍｎ、Ｃｏを含む酸化物、例えばＬｉＮｉ０．３３Ｍｎ０．３３Ｃｏ０．３３０２）にス
ピネル系化合物（Ｌｉ、Ｍｎを含む酸化物、例えばＬｉＭｎ２０４）を混合した材料を、
又、負極活物質として黒鉛を、それぞれ用いている。
【００２４】
　又、リチウムイオン二次電池２には内部抵抗演算装置１の他に、リチウムイオン二次電
池２に対して充放電を行う充放電回路３が接続されている。充放電回路３はリチウムイオ
ン二次電池２を放電させ、図示しない外部負荷に対して電力供給を行うとともに、図示し
ない外部で電源を介してリチウムイオン二次電池２に充電を行うための手段である。
【００２５】
　以上の説明において、内部抵抗演算装置１は本発明の内部抵抗演算装置に相当し、ＣＰ
Ｕ１３は本発明の演算手段に相当し、メモリ１４は本発明の格納手段に相当する。又、リ
チウムイオン二次電池２は本発明の蓄電素子に相当する。
【００２６】
　このような構成を有する、本発明の実施の形態の内部抵抗演算装置１の基本的動作を、
図２のフローチャートを参照して説明する。
【００２７】
　はじめに、ステップ１０１として、利用者は内部抵抗演算装置１の動作を開始する前に
、メモリ１４に格納された複数のテーブルの中から、いずれかのテーブルを使うかを選択
し、設定する。
【００２８】
　ここでＣＰＵ１３により内部抵抗の演算に用いられるテーブルの説明を行う。
【００２９】
　二次電池の開放電圧と充電率との相関は、図３（ａ）に示すＶ－ＳＯＣ曲線により表さ
れる。Ｖ－ＳＯＣ曲線は、初期状態にあるリチウムイオン二次電池２を完全充電してから
放電させ、無負荷状態の放電電気量及び端子電圧を実測することにより作成するものであ
り、種類、容量等が同一である二次電池であれば、そのＶ－ＳＯＣ曲線は使用状態によら
ず、ほぼ一定とみなしてよい。したがって、二次電池の充電率ＳＯＣを特定することによ
り開放電圧ＯＣＶを特定することができる。
【００３０】
　又、図３（ｂ）は、図３（ａ）のＶ－ＳＯＣ曲線の充電率及び電圧を一対一対応で数値
化したテーブルの一例であり、メモリ１４にはこのテーブルが格納されている。以下、図
３（ｂ）のテーブルが設定されたものとして説明を行う。
【００３１】
　ステップ１０２において入力Ｉ／Ｆ１６に対して演算の指示入力がなされると、ステッ
プ１０３として、ＣＰＵ１３は電流計１１が常時計測する、リチウムイオン二次電池２が
充放電する電流を初期状態から積算し、これに基づきＳＯＣを演算する。
【００３２】
　さらに、ステップ１０４として、ＣＰＵ１３は、演算したＳＯＣが、メモリ１４に予め
格納された所定値に達したかどうかを判定する。
【００３３】
　演算したＳＯＣが所定値に達した場合は、ステップ１０５に移行し、テーブルを参照し
て、充電率に対応する電圧値を取得する。一方、所定値に達していない場合は、所定値に
達するまで演算を継続する。ここでＳＯＣの所定値は任意の値に定めてよいが、放電電流
が一定の値域で安定するような値であることが望ましい。
【００３４】
　さらに、ステップ１０６として、ＣＰＵ１３は、ステップ１０４の所定値に対応するＳ
ＯＣが演算された時点で電圧計１１が測定した電圧値を取得し、次いでステップ１０７と
して、ステップ１０６の電圧値の測定時と同一時において電流計１２が測定した電流値を
取得する。
【００３５】
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　そしてステップ１０８として、ＣＰＵ１３は、ステップ１０５～１０７でそれぞれ取得
した、テーブルからの参照電圧値、電圧計１１の測定電圧値、及び電流計１２の測定電流
値を、以下の数式（１）に基づき演算することにより、内部抵抗値を算出する。
【００３６】
　Ｒ＝（Ｖｓｏｃ－Ｖｍ）／Ｉｍ　（１）
　ただし数式（１）において、Ｒは内部抵抗値、Ｖｓｏｃは参照電圧値、Ｖｍは測定電圧
値、Ｉｍは測定電流値である。
【００３７】
　最後に、演算結果である内部抵抗値は、出力Ｉ／Ｆ１５へ出力され、利用者に表示され
る。
【００３８】
　内部抵抗演算の基本的な動作は以上の通りであるが、本発明の実施の形態の内部抵抗演
算装置１は、メモリ１４に複数のテーブルを格納し、それら複数のテーブルのいずれかを
選択して演算に用いることを特徴とする。
【００３９】
　すなわち、上記ステップ１０１における利用者が選択可能なテーブルとして、メモリ１
４にはＶ－ＳＯＣ曲線に基づき作成されたテーブルの他に、図４（ｂ）に示す、Ｖ－ＳＯ
Ｃ０．２Ｃ曲線に基づき作成されたテーブルが格納されている。
【００４０】
　ここでＶ－ＳＯＣ０．２Ｃ曲線は、初期状態にあるリチウムイオン二次電池２を完全充
電してから放電させ、放電電気量及び端子電圧を実測することにより作成する点は図３（
ａ）のＶ－ＳＯＣ曲線と同様であるが、開放電圧ではなく、電流値０．２Ｃ（Ａ）の電流
が充電又は放電される状態における電圧（以下、０．２Ｃ電圧と称す）と充電率ＳＯＣと
の相関を示した点が異なる。ここでＣとはリチウムイオン二次電池２の放電容量であって
、０．２Ｃとは、放電容量の０．２倍の電流が流れることを示す。図４（ａ）に示すＶ－
ＳＯＣ０．２Ｃ曲線の例のように、通電時における電圧は開放電圧に比して若干低くなっ
ている。
【００４１】
　このようなＶ－ＳＯＣ０．２Ｃ曲線に基づき作成されたテーブルを、選択、設定した内
部抵抗演算の動作は、ステップ１０２～１０７まではＶ－ＳＯＣ曲線の場合と同様にして
行われる。
【００４２】
　引き続き行われるステップ１０８においては、以下の数式（２）に基づく演算がなされ
る。
【００４３】
　Ｒ＝（Ｖｓｏｃ－Ｖｍ）／Ｉｍ－０．２Ｃ　（２）
　ここで０．２Ｃは、Ｖ－ＳＯＣ０．２Ｃ曲線作成時の放電電流の電流値である。
【００４４】
　すなわち、通常のＶ－ＳＯＣ曲線に基づく内部抵抗の演算は、図５（ａ）に示すように
、電圧変化の二点の一方の基準電圧を開放電圧に定めているため、電流の変化は、実測し
た電流値がそのまま用いられるのに対し、Ｖ－ＳＯＣ０．２Ｃ曲線に基づく内部抵抗の演
算は、図５（ｂ）に示すように、電圧変化の一方の基準電圧を通電状態の電圧に定めてい
るため、これに追従して電流の変化は、実測した電流値から通電状態の電流の電流値に相
当する０．２Ｃをオフセット値として減算する。
【００４５】
　このようなＶ－ＳＯＣ０．２Ｃ曲線に基づくテーブルを用いることは、実際のリチウム
イオン二次電池の使用状態に近い状態であることから、Ｖ－ＳＯＣ曲線に基づくテーブル
を用いた場合よりも、演算精度を高めることができる。又、Ｖ－ＳＯＣ曲線を用いた場合
は、実際には演算した内部抵抗値Ｒから活性化分極相当分の分極補正を行う必要があるが
、この補正を省くことができ、かつ演算精度の向上が期待される。
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【００４６】
　なお、ステップ１０１におけるテーブルの選択、設定は、利用者の操作により、遅くと
もステップ１０２の測定開始までに行っておけばよいが、例えば工場出荷段階等の、早期
において設定し、以後は固定しておくことが望ましい。例えば、リチウム二次電池２を含
めた被充電装置が電源装置等の半固定的に設置して用いられる設備である場合は、メンテ
ナンス時の操作の手間を省くことができる。
【００４７】
　又、ステップ１０６及びステップ１０７の実行順序は逆であっても良いし、平行して同
時に実行されてもよい。更に、これらステップがステップ１０５と平行して同時に実行さ
れてもよい。
【００４８】
　このように、本実施の形態の内部抵抗演算装置によれば、Ｖ－ＳＯＣ曲線に基づく容量
率と開放電圧の相関を示すテーブルと、Ｖ－ＳＯＣ０．２Ｃ曲線に基づく容量率と通電状
態の電圧の相関を示すテーブルとのいずれかを参照して、それぞれのテーブルに応じて内
部抵抗値を演算する。
【００４９】
　内部抵抗の演算に用いる基準となる一方の電圧をＶ－ＳＯＣ曲線に基づき得るとともに
、複数のテーブルを適宜選択可能に用いるようにしたことで、二次電池の放電中に動作可
能であって、かつ的確な演算を実行することができることが可能となる。
【００５０】
　なお、上記の説明においては、本発明の内部抵抗演算装置における第１のテーブル及び
第２のテーブル、又は本発明の内部抵抗演算方法における蓄電素子の開放電圧と充電率と
の相関を示すテーブル及びテーブルとして、メモリ１４にＶ－ＳＯＣ曲線に基づくテーブ
ルと、Ｖ－ＳＯＣ０．２Ｃ曲線に基づくテーブルとの２種のテーブルとをそれぞれ備える
ものとしたが、本発明の第２のテーブル又はテーブルは、二次電池に所定値の電流が流れ
る状態における電圧と充電率との相関を示すものであればよい。したがって、０．２Ｃに
限らず、任意の値を設定した電圧に基づくテーブルを備えた構成としてもよい。この場合
、電流値はα×Ｃ（Ａ）で表される。ここでαは任意の正の実数であり、Ｃは放電容量を
示す。ただし、内部抵抗に与える影響を避けるため、放電電流より小さな電流であること
が望ましく、特にαは０．１～０．３、すなわち電流の所定値が０．１Ｃ～０．３Ｃの範
囲内に収まることが望ましい。また、内部抵抗の演算に際しては、テーブル作成時に流れ
た電流の電流値を測定電流値からオフセット値として減算するようにする。
【００５１】
　又、上記の説明においては、本発明の内部抵抗演算装置における第２のテーブル又は本
発明の内部抵抗演算方法におけるテーブルは、Ｖ－ＳＯＣ０．２Ｃ曲線に基づくテーブル
１つであるとしたが、互いに異なる電流値の電流を流した状態における電圧と充電率との
相関を示す、複数のテーブルであるとしてもよい。こちらの場合も、内部抵抗の演算に際
しては、それぞれのテーブル作成時に流した電流の電流値を測定電流値からオフセット値
として減算するようにする。更に、本発明の内部抵抗演算方法は、Ｖ－ＳＯＣ０．２Ｃ曲
線に基づくテーブルのような、二次電池に、所定値の電流が流れる状態における電圧と充
電率との相関を示すテーブルを単体で用いたものとして実施してもよい。
【００５２】
　これらの構成によれば、内部抵抗の演算対象となる二次電池の種類、定格等に柔軟に対
応することが可能となる。
【００５３】
　又、上記の説明においては、本発明の蓄電素子はリチウムイオン二次電池であるとした
が、電気化学反応により充放電可能な電池であれば、ニッケル水素電池その他各種の二次
電池を用いてもよい。さらに電気二重層キャパシタのように、電気を直接電荷として蓄積
する方式の素子であってもよい。要するに、本発明の蓄電素子は、充放電可能に電気を蓄
積可能な素子であれば、その具体的な方式によって限定されるものではない。
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【００５４】
　又、上記の実施の形態においては、内部抵抗演算装置は電圧計１１及び電流計１２を含
んだ構成としたが、これらの構成は、リチウムイオン二次電池２が有する保護回路やリチ
ウムイオン二次電池２により動作する被充電装置側に組み込まれたものを利用してもよく
、したがって、電圧計１１及び電流計１２は省略してもよい。
【００５５】
　又、上記の実施の形態においては、内部抵抗演算装置を中心に説明を行ったが、本発明
は、図６に示すように、被充電装置として実現してもよい。図６に示すように、被充電装
置６０は、リチウムイオン二次電池２に相当する電池部６１と、電池部６１を内蔵し、こ
れより電力の供給を受けて動作する負荷６２と、電池部６１への充放電制御を管理する、
充放電回路３及び内部抵抗演算装置１に相当する、本発明の管理手段としての管理部６３
とを備える。負荷６２としては、電気自動車、情報通信装置その他直流電源にて動作する
任意の機械類を用いることができる。又、被充電装置６０に対して、電池部６１は脱着可
能となっている。
【００５６】
　なお、負荷６２は被充電装置６１の外部に設け、被充電装置６０は外部へ電力を取り出
す構成としてもよい。この場合、本発明の被充電装置は電源装置として実現されることに
なる。
【００５７】
　又、本発明は、上述した本発明の容量演算方法の全部又は一部の工程の動作をコンピュ
ータにより実行させるためのプログラムであって、コンピュータと協働して動作するプロ
グラムであってもよく、当該プログラムが、コンピュータにより読み取り可能且つ読み取
られた当該プログラムがコンピュータと協動して前記動作を実行する記録媒体に記録され
た態様であってもよい。
【００５８】
　なお、本発明の上記「一部の工程」とは、それらの複数の工程の内の幾つかの工程を意
味し、あるいは、一つの工程の内の一部の動作を意味するものである。
【００５９】
　又、本発明のプログラムの一利用形態は、記録媒体に担持された状態でコンピュータに
より読みとられ、当該コンピュータと協働して動作する態様であっても良い。ここでコン
ピュータとは、ＣＰＵ等の純然たるハードウェアに限らず、ファームウェアや、ＯＳ、更
に周辺機器を含むものであっても良い。又、記録媒体とは、光ディスク、光磁気ディスク
、磁気ディスク、不揮発性メモリその他、本発明のプログラムを、外部からのアクセス可
能であって固定的に担持可能な媒体を意味するものである。
【００６０】
　したがって、本発明の構成は、ソフトウェア的に実現してもよいし、ハードウェア的に
実現してもよい。
【００６１】
　要するに、本発明の要旨を逸脱しない範囲内であれば、以上説明したものを含め、上記
各実施の形態に種々の変更を加えてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　以上のような本発明は、蓄電素子の放電中に動作可能であって、かつ的確な演算を実行
することができる効果を有し、例えば電気自動車その他の被充電装置において用いられる
二次電池等の使用において有用である。
【符号の説明】
【００６３】
　１　　　内部抵抗演算装置
　２　　　リチウムイオン二次電池
　３　　　充放電回路
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　１１　　　電圧計
　１２　　　電流計
　１３　　　ＣＰＵ
　１４　　　メモリ
　１５　　　出力Ｉ／Ｆ
　１６　　　入力Ｉ／Ｆ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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